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　日頃より新潟県看護協会の活動にご支援、ご協力をいただき感謝申し上げます。　

　令和 6 年 1 月１日に発生した能登半島地震では、県内においても多くの高齢被災者に対

する訪問看護師をはじめ看護職の皆様の活躍が目を引きました。災害支援や被災時の日常

の療養支援にご尽力された皆様に深く感謝申し上げます。

　新潟県では超高齢社会を間近に控え、地域看護の重要性が増しております。県土は２８０Km

を超える海岸線を持ち、全国第５位の面積を有し、医療圏域ごとに課題も異なり特色を活

かした取り組みが求められます。そのような地域の看護提供体制の充実強化に向けた戦略

の一つとして訪問看護があると認識しております。 

 さて、この度２０２３年度 訪問看護実態調査の結果がまとまりました。１９９０年より継続

している事業になりますが、訪問看護を推進していく上での基礎資料を作成することを目

的としております。

 社会は多様化、複雑化しています。コロナ禍を経験し、住民の価値観や住民を取り巻く環

境、システム等大きく変化しました。訪問看護におきましても高齢者だけでなく全世代の

方々が対象となっています。社会から求められることは拡大の一途をたどっていますが、

地域の看護体制はまだまだ途上という状況です。地域で暮らす対象の方々が望む場所で、

安心して生活を継続できるよう、看護職の対応スキルの向上は言うまでもありませんが、

ステーションの規模や機能の拡大をはじめ、カスタマーハラスメントへの対応等看護管理

者、看護職員がともに地域で働き続けられる環境の整備は急務であると考えます。 

 昨年１０月に「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針の改定」が成

されました。また、３月には第 8 次新潟県地域保健医療計画がまとめられ、訪問看護に関

する指標が示されました。是非、訪問看護ステーションの管理者の皆様、関係団体の皆様

や行政担当者様等に手に取っていただき、調査結果を参考に、それぞれの立場で取り組む

べき課題を明らかにして、事業展開していただければ幸いと考えております。 

 最後になりましたが、お忙しい中、調査にご協力くださいました事業所の皆様、また訪問

看護推進委員会の委員の皆様にお礼を申し上げ、ごあいさつといたします。  

　令和６年７月

公益社団法人新潟県看護協会

　　　　　　　　　　    会　長　 池田  良美

ご　あ　い　さ　つ
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Ⅰ　調査目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　訪問看護の普及状況、対象者のニーズ、具体的看護内容、事業実施上の問題点等に関す

　　る調査を行い訪問看護推進事業を実施する上での基礎資料を作成することを目的とする

Ⅱ　調査概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　   1.調査対象　新潟県内に現存する訪問看護ステーション188 施設

　　　　　　　　（下越15施設、新潟92施設、県央20施設、中越25施設、魚沼11施設、

　　　　　　　　　上越23施設、佐渡２施設）

　　　　　　　　 ※2022 年度調査：178施設

　　　　　　　　（下越13施設、新潟87施設、県央17施設、中越23施設、魚沼12施設、

　　　　　　　　　上越24施設、佐渡２施設）

　　2.回収件数

　　3.調査内容

　　　①ステーションの概要

　　　②加算の届出について

　　　③サービス提供の実績

　　　④事業所の運営について

　　　⑤職員について

　　　⑥新卒看護職員採用について

　　　⑦携帯電話当番について

　　　⑧事業所の質向上のための取り組み

　　　⑨訪問看護を行う上で問題と感じること

　　　⑩看護職員などの暴力・ハラスメント被害について

　　　⑪看護学生実習の受け入れについて

　　　⑫看護協会の入会状況

Ⅲ　調査方法　アンケート用紙郵送配布・回収（自記方法）

Ⅳ　調査期間 調査項目により下記の通り

　　①2022 年４月１日～2023 年３月31日

　　②2023 年９月１日～９月30日

　　③2023 年10月１日～10月14日

Ⅴ　調査結果

　　＊結果の集計方法：①新潟県二次医療圏域別（下越・新潟・県央・中越・魚沼・上越・佐渡）

　　　　　　　　　　　②施設規模別

　　　　　　　　　 　（看護職員常勤換算数：大規模10人以上・中規模５人～10人未満・小規模

　　　　　　　　　　　  ５人未満）
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1．ステーションの概要

1）設置主体

　　訪問看護ステーションにおける設置主体は昨年同様に医療法人が最も多く、次いで営利法人

となっている。2022年度は医療法人が39.４%で営利法人が28.0％と開きがあったが、2023

年度は医療法人35.6％、営利法人34.2％でほぼ同数であった。図1・表1

　図１  訪問看護ステーション設置主体割合

表１  設置主体

2

総数

市町村

医療法人

医師会

看護協会

社団・財団法人

社会福祉協議会

社会福祉法人

厚生（医療）農業協同組合及び連合会

消費生活協同組合及び連合会

営利法人（株式会社・有限会社・合同会社等）

その他

市町村
4.1％

医療法人
35.6％

医師会
0.7％

看護協会
2.7％

社団・財団法人
2.1％社会福祉協議会

0.7％

社会福祉法人
7.5％

厚生（医療）農業協同組合
及び連合会
8.9％

消費生活協同組合
及び連合会
1.4％

営利法人
34.2％

その他
2.1％



　2．加算の届出について

　　1）加算の届出状況と算定実績

　　【介護保険】

　　　介護保険を算定している145施設のうち、予防訪問看護の加算届出の割合は「緊急時（介護

　　予防）訪問看護加算あり」112施設（77.2％）、「特別管理加算（介護予防）あり」124施設（85.5%）、

　  「看護体制強化加算（介護予防）あり」13施設（8.9%）、「サービス提供体制強化加算（介護予

 　　防）あり」82施設（56.5%）であった。表2　①

　　　訪問看護では「緊急時訪問看護加算あり」113施設（77. 9％）、「特別管理加算あり」126 施設

　  （86. 8％）、「ターミナルケア加算あり」106施設（73.1%）、「看護体制強化加算あり」36 施設

     （25. 5％）、「サービス提供体制強化加算あり」83施設（57.2％）、「定期巡回・随時対応型介護

　　看護連携あり」27 施設（18.46%）であった。表2　②

３

表2　 ①介護保険 予防訪問看護 （圏域別）

表2　 ②介護保険 訪問看護 （圏域別）

ｎ＝145

ｎ＝145



　【医療保険】

　　　医療保険を算定している146施設のうち、加算届出の割合は「24時間対応体制加算あり」118施設

 　（80.8%）、「特別管理加算あり」117施設（80.1%）、「ターミナルケア療養費Ⅰ・Ⅱ」の９月の

　　算定件数42件、「機能強化型訪問看護管理療養費あり」5 施設（3.4％）、「精神科訪問看護基本

　　療養費あり」91施設（62.3%）、うち「精神科重症患者支援管理連携加算」の届出をしてい

　　る施設は35 施設（38.4%）、「精神科複数回訪問看護加算あり」の届出をしている施設は44施設

　 （8.3%）であった。表3

　2）医療保険：機能強化型訪問看護加算について

　　146施設中、「届出をしている」5 施設（3.4%）、「要件を満たしているが届出していない」8 施設

 （5.4%）、「要件を満たしていないが、届出の意向はある」34施設（23.2%）、「要件を満たしていな

　い、届出の意向がない」95施設（65.0%）であった。満たすことが出来ない要件として、強化型

　Ⅰ・Ⅱは「重症児の受け入れまたはターミナルケアの実施」「特定相談事業所の設置または障害

　児相談支援事業所を同一敷地内に設置」「専門の研修を受けた看護師の配置」であった。強化型Ⅲ

　を満たすことが出来ない要件は「専門の研修を受けた看護師の配置」が多かった。

　　表4、表５　①・②・③

４

表3　医療保険 （圏域別） （圏域別）

表4　機能強化型届出状況と意向 （圏域別） ｎ＝146

ｎ＝146
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表5　①届出の意向はあるが、満たしていない要件 機能強化型Ⅰ （圏域別） 　　　　　　　  （複数回答）

機能強化型届出の状況と意向：②要件を満たしているが届出をしていない理由 自由記載
・近隣の訪問看護ステーション（以下訪問看護ＳＴに略）が加算をとっていないため、自訪

　問看護STのみ料金がかかることに抵抗がある

・対象者がいない

・居宅介護支援事業所はあるが、利用者が１割に満たない

・小児の訪問件数が安定しない

・リハビリ職との人数比率が変動する

・安定して算定要件を満たせない

・要件が満たされてきたため今後届出を考えている

機能強化型Ⅱ

重症度の
高い利用
者の受け
入れ

24時間対応体制
加算の届出＋休
日、祝日等も含
めた計画的な訪
問看護の実施

常勤看護
職員数

重症児の
受け入れ
又はター
ミナルケ
アの実施

居宅介護
支援事業
所を同一
敷地内に
設置

特定相談事業所
または障害児相
談支援事業所を
同一敷地内に設
置

人材育成
のための
研修等の
実施

地域の医療機関、
訪問看護ST、住
民等に対する情
報提供又は相談
の実施

専門の研修を
受けた看護師
の配属（が望
ましい）

表5　②届出の意向はあるが、満たしていない要件 機能強化型Ⅱ （圏域別） 　　　　　　　  （複数回答）

機能強化型Ⅱ

重症度の
高い利用
者の受け
入れ

24時間対応体制
加算の届出＋休
日、祝日等も含
めた計画的な訪
問看護の実施

常勤看護
職員数

重症児の
受け入れ
又はター
ミナルケ
アの実施

居宅介護
支援事業
所を同一
敷地内に
設置

特定相談事業所
または障害児相
談支援事業所を
同一敷地内に設
置

人材育成
のための
研修等の
実施

地域の医療機関、
訪問看護ST、住
民等に対する情
報提供又は相談
の実施

専門の研修を
受けた看護師
の配属（が望
ましい）
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表5　③届出の意向はあるが、満たしていない要件 機能強化型Ⅲ （圏域別）　　　　　　　   （複数回答）

表6　１年間の利用実人数、利用延べ件数（圏域別）

3.サービス提供の実績

　1）年間の利用者状況【2022年４月１日～2023年３月31日】

   注）2023年４月１日以降開設した等施設除く

　　（下越：1 施設 新潟：4 施設 県央：2 施設 中越：1 施設）

　　新潟県全域の利用者実人数は50,671人（2021年度44,304人）で、利用延べ件数は649,330件

　 （2021年度641,097人）であった。表6

機能強化型Ⅲ

重症度の
高い利用
者の受け
入れ

24時間対応体制
加算の届出＋休
日、祝日等も含
めた計画的な訪
問看護の実施

常勤看護
職員数

重症児の
受け入れ
又はター
ミナルケ
アの実施

居宅介護
支援事業
所を同一
敷地内に
設置

特定相談事業所
または障害児相
談支援事業所を
同一敷地内に設
置

人材育成
のための
研修等の
実施

地域の医療機関、
訪問看護ST、住
民等に対する情
報提供又は相談
の実施

専門の研修を
受けた看護師
の配属（が望
ましい）

ｎ＝138
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表7　保険別、年齢別、介護度別利用実人数（圏域別）

図2　保険別利用実人数

　2）利用者の状況【2023 年９月１日～９月30日】

　　保険別利用実人数では、介護保険8,278人（2022年度7,853人）、医療保険3,993人（2022年度

　3,700人）で増加した。保険別割合は介護保険67. 4％、医療保険32.5％で介護保険の利用者が多

　かった。利用者人数・件数は中越が減少していたが他は増加していた。

　　年齢別では「85歳以上95歳未満」3,481人（28.2％）、「75 歳以上85歳未満」3,452人（28.0%）、

 「65歳以上75 歳未満」2,124人（17.2%）と多かった。

　　介護度別では「要介護２」1,830人（22.1%）、「要介護１」1,597人（19.2%）、「要支援２」

   1,208人（14.5%）と多かった。表7、図2・図3・図4

ｎ＝146
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図3　年齢別利用実人数の割合

図4　介護度別利用実人数の割合
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表8　①小児訪問看護実施状況（圏域別）

　3）小児訪問看護について【2023年９月１日～９月30日】

　　小児の利用実人数は154人（2022年度134人）と増加を続けており、利用延べ件数は884件

（2022年度696件）だった。延べ件数が一番増加したのは超重症児372件（2022年度286件）だった。

　　超重症児の実人数増加は無かったが、準超重症児40人（2022年度32人）それ以外の小児（別

　表８に該当あり）は32人（2022年度21人）だった。

　　下越・新潟は、小児の訪問看護を実施している施設数が増加し実人数・延べ件数ともに増加し

　ていた。中越・魚沼・上越・佐渡は実施している施設数が減少していた。上越が11施設から７施設

　へ一番減少しており実人数・延べ件数も減少していた。

　　146施設中、小児の訪問看護を「実施している」と答えた施設は63施設（2022年度66施設）で

　減少した。実施している施設が「実施上の問題と思うこと」は、「近隣に往診医師がいない」38施設で、

　下越・魚沼・上越は理由の上位に挙げていた。「依頼が少ない」38施設で、新潟・県央・中越・

　佐渡が上位に挙げていた。次いで、「調整的役割をする人がいない」18施設、「希望する曜日や

　時間が合わない」11施設であった。「その他」の理由は、「行政等との連携の機会が少なく関係

　性が確立しにくい」「制度内では支援が不足しているところの補充について」「教育機関との連携が

　取りにくい」「突然のキャンセルが重なる」「看護師不足」「スタッフの中で小児の経験者がいない」

 「ヤングケアラーなど家族の負担が大きい」「家族が社会との関わりが持ちにくい」等であった。

 「実施していない」と答えた施設は83 施設（2022 年度61施設）だった。

　 「実施するために問題と思うこと」は、「経験スキルがない」69施設で、全域で上位であった。

　次いで「依頼がない」39施設、「近隣に往診医師がいない」24施設、「利用者の希望支援内容に

　対応できない」19施設であった。昨年と変化があったのは「採算が合わない」0 施設から６施設

　へ増加していた。「その他」の問題は、「精神科に特化した訪問看護ステーションのため」「24時間

　体制ではない」「小児科は考えていない」「佐渡市内の自宅に退院しようと思っている児がどれほど

　いるか実態の把握ができていない」等であった。表8　①・②・③

ｎ＝146
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表9　１か月間の精神科訪問看護利用実人数、年代別利用実人数（圏域別）

表10　疾患別利用実人数（圏域別）

　4）精神科訪問看護について【2023年９月１日～９月30日】

　　精神科訪問看護基本療養費の届出をしているのは91施設（2022年度64施設）で、上越以外の

　全域で届出施設数が増加していた。

　　精神科訪問看護の利用実人数は1,717人だった。性別は男性801人、女性916人であった。年代

　別では40歳以上65歳未満が、816人で一番多かった。疾患別では統合失調症835人で一番多く、

　次いでその他の精神疾患だった。うつ病、発達障害の人数は昨年度より増加した。表9・表10

　  「精神科訪問看護の実施上、問題と思うこと」の１位は「精神科訪問看護の経験豊富なスタッフ

　が少ない」67件で、2022年度31件から増加した。「アドバイスがタイムリーに受けられない」

　47件、「地域の社会資源とのネットワークが少ない」42件であった。「その他」の問題は、「調整

　的役割を深く関わってくれる人がいない」「行政の手続きに時間がかかる」等であった。

　  「精神科訪問看護の届け出をしない理由」は、「精神科訪問看護の経験がある職員がいない」39件

  （2022年度12件）が多く、「精神科訪問看護を担当できる職員がいない」28件、「全般的にスタ

　ッフが不足」19件、「依頼がない」3 件等であった。「その他」の理由は、「近隣に精神科に特化

　した訪問看護STがある」「法人の方針」であった。表11

ｎ＝91

ｎ＝91
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表11　精神科訪問看護について（複数回答）

表12　サービス終了の理由と実人数、終了理由が死亡の場合、看取りをした場所と実人数（圏域別）

　5）サービス終了及びターミナルケアに関連する状況について 【2022年４月１日～2023年３月31日】

　　サービス終了の理由は、「入院」が2,751人で一番多かった。次いで、利用者宅等住んでいる場所での

　死亡は、1,189人（2021年度1,191人）で新潟・県央では増加していた。終了の理由が死亡だった場合に、

　看取りをした場所は、「自宅」1,031人（2021年度854人）と全域で増加した。「サービス付き高齢者専用住

　宅」55人（2021年度44人）も増加していた。昨年度増加した「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）」

　は４人であった。

　　ターミナルケア加算383件（2021年度347件）、ターミナルケア療養費１算定は422件（2021年度386件）

　と増加した。

　 「死亡日及び死亡前14日以内に２日以上、ターミナルケアを実施したにもかかわらず加算算定ができな

　かった事例がある」40件であった。

　 「算定できなかった理由」として、「入院した」26件（2021年度18件）、「利用者、家族の同意がなかった」

　15件（2021年度17件）「その他」は「急死（突然死）」であった。

　 「ターミナルケア加算等の算定ができなかった事例はない」65件（2021年74件）と減少していた。「算定す

　るために留意していること」は、「ターミナルケアに関わる計画と家族同意」86 件（2021年度49件）

 「主治医、ケアマネジャーとの連携」82件（2021年度48件）等、全体数が増加していた。

　　グリーフケアを「実施している」86施設で、「していない」19施設であった。グリーフケアの内容は、「訪

　問」が86件（2021年度91件）と減少し、「電話」20件（2021年18件）と増加、次いで「手紙やカードの送

　付」8 件であった。

　 「実施していない理由」は、「時間的および人的余裕がない」13件で、一番多かった。表12・表13・表14･表15

ｎ＝138
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表16　デスカンファレンスについて（圏域別）

　　デスカンファレンスを「実施している」27施設（2021年度32施設）、合計実施件数63件（2021年度

　93件）だった。「実施していない」78施設（2021年度88施設）であった。

　　デスカンファレンスの実施時間は「営業時間内」62施設と一番多く、参加者は「家族」21件

 （2021年度１件）が増加、「主治医（診療所）」９件、「看護師（診療所）」8 件等であった。

 　 「実施後に活かされたこと」として、「主治医とのコミュニケーション」「ケアの振り返り」「担当者

　の心の整理」「家族指導」「介護保険申請時期、福祉用具選定」等であった。表16

　6）14日間の訪問看護実施状況について【2023年10月１日～10月14日】

　　訪問看護の利用実人数は、12,647人（2022年度12,442人）であった。昨年度と比較し大差は

　無かったが、増加したのは下越・新潟・佐渡であった。

　　疾患別では、「脳血管疾患(脳血管性認知症を除く）」1,805人（2022年度1,790人）が昨年度

　同様に、一番多く14.2％、「精神科疾患（認知症を除く）」1,749人（2022年度1,661人）で13.8％、「難病」

　1,379人（2022年度1,421人）で10.9％であった。「筋骨格疾患」「その他」が増加傾向であった。

　　圏域別で一番多い疾患は、「脳血管疾患(脳血管性認知症を除く）」が、下越（16.7％）、県央

 （15.6％）、魚沼（14.8％）。「精神疾患（認知症を除く）」は、新潟（14.0％）、中越（18.0％）、

　上越（15.1％）、佐渡（26.4％）であった。

　　疾患別の利用延べ件数は、「脳血管疾患（脳血管性認知症を除く）」3,889件（2022年度4,015件）

　と減少し14.0％、「難病」3,807件（2022年度3,611件）13.7％、「精神疾患（認知症を除く）」

　3,480件（2022年度3,075件）12.6％であった。

　　圏域別で一番多い利用延べ件数は、県央（14.8％）、中越（15.2％）、魚沼（13.4％）、上越（16.3％）

　では「脳血管疾患（脳血管性認知症を除く）」だった。下越（16.3％）、佐渡（15.0％）では「難病」、新潟

 （13.5％）は精神疾患（認知症を除く）」であった。

　 「認知症」を有する利用実人数は、3,041人（2022 年度2,860人）、利用延べ件数は6,481件

 （2022年度6,279件）へ増加していた。

 　「訪問看護の提供内容」は、「介護・療養指導や助言・家族に関する支援」が昨年度同様に一番

　多い。昨年度より「服薬管理（内服指導も含む）」は1,163件、「食事・栄養に関する支援（指

　導等含む）」は998件、「認知症の看護」146件増加していた。図5・図6・図7、統計表1、表2、表3

ｎ＝105
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図5　主たる疾患別の利用実人数

図6　主たる疾患別の利用延べ件数

図7　訪問看護の提供内容
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表17　１年間の収支状況【2022年４月１日～2023年３月31日】（圏域別／規模別）

　4.　事業所の運営について

　1）収支状況

　　「黒字」54施設（38.8％）、「赤字」48施設（34.5％）、「把握していない」16施設（11.5％）、

 「収支均衡」21施設（15.1％）であった。規模別では、大規模施設と中規模施設は「黒字」が多

　く、小規模施設は「赤字」が多かった。赤字と回答した施設の理由として「人件費が高い」27件、

 「新規依頼が少ない」22件、「利用者が減少した」19件、「加算が算定できない」15件、「人員

　不足」14件であった。「その他」として、「開設したばかりで利用者獲得が不十分」「備品・設備

　などの出費が多かった」があげられた。表17

ｎ＝139



17

表18　今後の運営の意向（圏域別／規模別）

　2）今後の運営の意向

　　事業所規模は「現状維持」102施設（69.8％）、「拡大したい」42施設（28.7％）、「縮小したい」

　２施設（1.3％）であった。規模の現状維持の理由として「人員の確保が難しい」「利用者が増え

　ない」「法人の意向」「現状維持が精いっぱい」「管理者の負担を増やしたくない」等があげられた。

　　事業内容は「現状維持」106施設（72.6％）、「拡大したい」38 施設（26.0％）、「縮小したい」

　２施設（1.3％）であった。拡大の内容として「精神科訪問看護の算定」「ターミナルケアの強化」

 「小児の受け入れ」「リハビリ職員の採用」等であった。表18

ｎ＝146



18

表19　保険外サービスの実施状況（圏域別）

表20　職員体制【2023年10月１日現在】

表21　看護職員常勤換算数【2023年10月１日現在】

3）保険外サービスの実施状況

　保険外サービスを「実施していない」90施設（61.6％）「実施している」56施設（38.3％）で

あった。実施している保険外サービスの内容は「受診時の同行」32件、「家族が外出する際の留

守番ケア」16件、「救急搬送時の同乗」15件、「夜間・土・日・祝日の長時間ケア」9件、「退

院時の移動同行」７件、「冠婚葬祭時の同行」５件、「旅行など遠出の同行」５件、「病室での

付き添い」１件であった。「その他」の内容は「エンゼルケア」「ショートステイ利用中の医療処

置」「グループホームへの訪問」等であった。表19

　5.職員について

　1）現在の職員体制【2023年10月１日】

　　訪問看護従事者数は1,230名（2022年度1,119名）と増加している。大きく増えた職員は看護

　師69名、理学療法士10名、事務職員19名、看護補助者８名であった。

　　常勤は922名（2022年度851名）に、非常勤は308名（2022年度268名）と増加している。また、

　看護職員の常勤換算数は３～５人未満61施設（41.7％）と一番多く、次いで５～7.5 人未満40施

　設（27.3％）、7.5 人以上10人未満19施設（13.0％）、３人未満17施設（11.6％）、10人以上

　９施設（6.1％）であった。５人未満の施設の割合は53.4％であった。表20、表21、図8・図9

ｎ＝146
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図８ 常勤換算数の割合 
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図９ 訪問看護従事者の年次推移 
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表22　看護職員の年代別・訪問看護師としての勤務年数別・現施設での勤務年数別人数

【2023 年10月１日現在】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （圏域別）

図10　看護職員の年代別人数年10月１日現在】 

2）看護職員の年代別実人数【2023年10月1日】

　年代別では40歳代と50歳代303名が最も多かった。次に多い年代は新潟が30歳代、県央、魚沼

は60歳代と圏域差があった。表22、図10

3）訪問看護師としての勤務年数【2023年10月１日】

　訪問看護師としての勤務年数は「５年以上10年未満」が203名と一番多かった。圏域別では下

越「15年以上」、新潟、中越、魚沼、上越「５年以上10年未満」、県央は「５年以上10年未満」と

「15年以上」が同数、佐渡「１年未満」と「３年以上５年未満」が同数で一番多かった。

　施設勤務年数は「５年以上10年未満」が186名と一番多かった。圏域別では下越で「１年未

満」、新潟「１年以上３年未満」県央「１年未満」と「５年以上10年未満」、中越「15年以上」、

魚沼・上越「５年以上10年未満」、佐渡「３年以上５年未満」が一番多かった。表22、図10
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表23　１年間の看護職員採用状況【2022年４月１日～2023年３月31日】（圏域別／規模別）

① 常勤職員

4）看護職員の採用及び募集について【2022年４月１日～2023年３月 31日】

　（1）1 年間の採用状況について

　常勤職員の新規就業者数は 91人（大規模 13人、中規模 29人、小規模 49人）であった。看護職

員としての経験年数は「10年以上」60人（65.9％）、「３～10 年未満」22人（24.1％）、「１～３年未満」

７人、「１年未満」２人であり、訪問看護の「経験なし」61人、「経験あり」30人であった。

　就業前の職場は「病院・診療所」43人、「訪問看護ステーション」23人、「介護施設」13人で

あった。採用方法は「人材派遣会社」28人、「ハローワーク」22人で多かった。

　非常勤職員の新規就業者数は 37人（大規模３人、中規模８人、小規模 26人）であった。看護師

の経験年数は「10年以上」22人（59.4％）「３～10 年未満」15人（40.5％）であり、訪問看護の経

験は「経験なし」19人、「経験あり」18人であった。

　就業前の職場は「訪問看護ステーション」13人、「病院・診療所」12人、「介護施設」２人であった。

採用方法は「知人等の紹介」12人、「その他」９人、「ハローワーク」８人で多かった。

表23　①・②
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　（4）1 年間の充足状況

　　「だいたい充足していた」72施設（51.7％）、「常に不足していた」30 施設（21.5％）であり、

　　施設規模別では、全施設「だいたい充足していた」が最も多く、次に大規模施設では「常に充足

　　していた」、中規模施設と小規模施設では「常に不足していた」であった。不足していた理由と

　　して「職員の退職、休職時の対応」が課題として多く挙げられた。表25

表25　今後の増員計画、１年間の充足状況（圏域別／規模別）　　　　　　　　　　　　　　   ｎ＝139
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　（5）採用した看護職員の教育体制

　　　採用した看護職員の教育体制は128施設が「ある」と回答しており、内容として「OJT」「自施
　　設独自の教育研修プログラム」「日本訪問看護財団等のe ラーニング」が多かった。表26

　　5）看護職員の退職状況【2022年４月１日～2023 年３月31日】

　　　常勤職員の退職者数は65人、規模別では小規模施設が34人（52.3％）と一番多く、次いで中規

　　模施設27人（41.5％）、大規模施設４人（6.1％）の順であった。退職までの在職年数別では、

　 「１年以内」26人、「２年以内」12人で全体の58.4％を占めており、その内小規模施設21人

 　（61.7％）、中規模施設13人（48.1％）、大規模施設４人（100％）であった。退職理由は、「転職」

　　14人、「訪問看護が合わない」９人、「精神的な健康上の理由」６人、「その他」６人が多かった。

　 「その他」の内容は、「給料が少ない」「困難事例が多くストレスが大きい」などであった。

　　　非常勤職員の退職者数は42人、規模別では小規模施設が27人（64.2％）と一番多く、次いで

　　中規模施設12人（28.5％）、大規模施設３人（7.1％）の順であった。退職までの在職年数別では、

　 「２年以内」14人、「１年以内」９人で全体の54. 7％を占めており、その内小規模施設18人

 　（66.6％）、中規模施設４人（33.3％）、大規模施設１人（33.3％）であった。退職理由は、「転職」

　　10 人、「その他」８人、「介護等の家庭の事情」７人が多かった。「その他」の内容は、「訪問

　　看護ＳＴの規模縮小による不安」「法人に対する不信感」「常勤希望」などであった。退職後の動向

　　は、常勤・非常勤ともに「県内他施設で再就職」が一番多く、次いで「不明」が多かった。

　　表27、表28、表29、表30

表26　採用した職員への教育体制
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表31　看護職員の定着の工夫（圏域別／規模別）　　　　　　　　　　　　　　　 （複数回答）

　6）看護職員の定着の工夫

　　看護職員の定着の工夫は、「家庭の都合に合わせた柔軟な勤務体制」123件、「重症度の高い

　利用者への同行訪問等の負担軽減」84件、「研修受講機会の確保」82件、「ＩＣＴ活用等による

　業務の効率化」56件、「専門性を活かした業務等の配慮」22件、「その他」15件の順であった。

　圏域別・規模別においても大きな差はなかった。「その他」の内容は、「訪問看護をしたい職員

　の確保」「打ち解けやすい環境作り」「困難事例への担当負担軽減」「希望休を取りやすくする」「個々

　の経験年数や能力に応じた件数やケースの振り分け」「時間内に業務が終了するようにしている」

　などであった。表31
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表32　看護職員の育成体制について　　　　　　　　　　　　　  （複数回答）

　7）看護職員の育成体制について

　　育成体制が「ある」103施設、「ない」43施設であった。

　 「ある」と回答した施設の育成内容（複数回答）は「自施設独自育成（教育）プログラム」61件、

 「法人の教育プログラム」41件であった。「育成プログラムの内容」は「ＯＪＴ（同行訪問）」が

　一番多く、「プリセプター制度」「内部・外部研修への参加」「クリニカルラダーの活用」「ステッ

　プアップシートの活用」「eラーニングの実施」などが多かった。「ない」と回答した施設の理由は

 「業務多忙」25件、「その他」19件であった。表32

　6. 新卒看護職員採用について

　　2022年度（１年間）は「採用あり」１施設（新潟：中規模１施設、１人採用）、「採用なし」

　138施設であった。

　　2023年度（４月～９月末）は「採用あり」２施設（魚沼：中規模１施設、１人採用 上越：小

　規模１施設、１人採用）、「採用なし」144施設であった。今後の採用意向については、「採用し

　ない」84施設、「応募があれば検討したい」52施設、「ぜひ採用したい」10施設であった。

 「採用のために実施していること」（複数回答）は、「ナースセンター、ハローワークへの求人」

　８件、「自施設のHPに募集情報を掲載」５件、「学校訪問」１件、「その他」１件であった。

 「応募があれば検討したい」と回答した施設の「具体的な求人についての意向」は、「求人票を

　出すことまでは考えていない」37件、「ナースセンター、ハローワークに求人票を出したい」

　11件であった。表33
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表33　　　 　①新卒採用実績　　　　　　　　　 ②今後の採用意向　　　　　　　　 （圏域別／規模別）

　　採用にあたって必要と思うことは（複数回答）、「事業所の育成環境整備」101件と一番多く、

　次いで「効果的な育成プログラム等の提供」84件、「育成担当者の確保」80件、「外部機関に

　よる育成の支援」62件、「新卒看護師育成事例等の情報提供」51件、「補助金など費用面の支援」

　45 件、「その他」7 件の順となっている。小規模施設では「事業所の育成環境整備」が54件と

　全県同様に一番多く、次いで「育成担当者の確保」52件が多かった。「その他」の内容は、「法

　人の考え方とすり合わせが必要」「小さい事業所としては即戦力が必要なため新卒は採用できない」

 「精神科の経験者が必要」などの意見があった。

　　自施設における教育方法としては、「OJT（同行訪問）」が30件と一番多く、次いで「法人の

　新卒教育プログラム」14件、「日本訪問看護財団等のｅラーニング」13件、「他団体開催の新任

　訪問看護師研修等」10件、「自施設独自の新卒教育プログラム」9 件、「その他」9 件、「プリ

　セプター制度等」8 件の順であった。「その他」の内容は、「新潟県版ラダー、ステップアップ

　シートで評価している」「OJT、従事者研修で学びを深めている」「CNS による教育プログラム」

　などの取り組みがあった。表34
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表35　携帯電話当番へのサポート体制（圏域別） 　　　　　　　　　　　　（複数回答）

　7.携帯電話当番について

　1）携帯電話当番へのサポート体制

　　118施設中、「管理者が常時相談対応する」62施設が一番多く、次いで「利用者の担当看護師

　が相談対応する」43施設、「当番２番手が相談対応する」31施設、「その他」27施設の順であった。

 「その他」の内容は、「新人看護師が拘束当番を開始する際はプリセプター等の相談役を付けサポ

　ート体制を強化（約半年間）」「管理者以外が相談、対応する」「子育て中のスタッフへの時間配慮」

 「19 時までは遅番看護師が相談対応する」「直近に訪問した看護師に相談できる」等であった。表35

　2）携帯電話当番に対するストレス対策の工夫

　　携帯電話当番に対するストレス対策について「ある」が100施設、「ない」が18施設であった。

　工夫の内容は「希望をとりいれた当番調整」「相談体制の構築」「連続での当番を避ける」「情報共有

　の徹底」「タブレットの活用」「複数体制」「ストレス度によってスタッフの当番回数を減らす」「携

　帯当番可能なスタッフの確保」「緊急対応を行ったスタッフへの代休や早退」「携帯当番の回数を

　公平に保つ」「手当アップで対応」等であった。



35

表36　携帯電話当番の手当て（圏域別）

携帯電話当番の手当あり【2023年10月】
その他の支給形態の内容 土曜日料金 ※休日料金とは別料金

　3）携帯電話当番の手当

　　携帯電話の手当がある施設は、「ある」114施設、「ない」４施設であった。

　支給額は、平日「1,001円から2,000円」47施設、「1,000円以下」36施設、「2,001円～3,00 円」

　７施設、3,001円以上」１施設、休日「1,001円～2,000円」35施設、「2,001円～3,000円」22施設、

  「3,001円以上」22施設、「1,000円以下」９施設であった。圏域別で「1,000円以下」が一番多か

　ったのは、平日・休日ともに県央だった。

　　その他の支給形態の内容は、「実働分の時間外手当ての支給」「マイカー使用時のガソリン代」

  「出動手当の支給」等であった。表36

　・その他（利用者25人につき500円/日、

　　１番当番2,000円/休日、800円/平日、２番当番1,000円/休日、200円/平日）

時間外分の手当支給52件

その他に手当として

右記回答
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表37　体制加算の届出をしていない理由 （複数回答）

　4）緊急時訪問看護加算・24 時間対応体制加算の届出をしていない理由

　　加算の届出をしていない理由としては、「スタッフの携帯電話当番に対する負担」「法人の方針」

 「精神科特化のステーションの特性により」「精神科に特化しているため、必要性を感じない」で

　あった。表37

　8.事業所の質向上のための取り組み

　1）研修について

　　内部研修計画が「あり」127施設、「なし」19施設であった。「なし」と回答のあった規模別

　では、大規模０施設、中規模７施設、小規模12施設であった。

　　外部研修計画が「あり」126施設、「なし」20施設であった。外部研修先は「新潟県看護協会」

　96施設が一番多く次いで「新潟県訪問看護ステーション協議会」91施設、「その他」47施設、

 「全国訪問看護事業協会」35施設、「日本訪問看護財団」33施設の順であった。「その他」の内容

　は、「市内多職種連携研修会」「各個人で研修を選んで受けている」「自社独自、院内研修」であっ

　た。外部研修計画が「なし」と回答した施設で計画しない理由として、「業務多忙」16施設、

 「その他」３施設、「研修会場が遠距離」１施設、「研修をしらなかった」１施設であり、「研修

　の必要性を感じない」「受講したい内容がない」が０回答であった。規模別では、大規模０施設、

　中規模７施設、小規模13施設で内部研修と同様に小規模施設に多くみられた。

　　研修会開催日の希望で一番多かったのは、「土曜日」62件、次いで「平日の日中」51件、「平日

　の夕方」50件、「平日でも土曜日でもよい」27件、「日曜日・祝日」16件、「その他」８件の順

　であった。その他の回答では、「オンデマンド研修により自分の都合の良いときに見られるとあ

　りがたい」「平日時間外18時以降」「YouTube 配信があるとありがたい」「月初や月末を除いて欲し

　い」であった。

　　研修会の方法に対する希望で一番多かったのは、「ハイブリット型（集合研修とZoom 研修の

　併用）を希望する」106件、「オンデマンド研修を取り入れてほしい」50件、「Zoom 研修を中心

　にしてほしい」44件、「集合研修のみで良い（Zoom 対応は不要）」２件、「その他」１件で

 「家庭を持つ方が多いのできめられた時間に視聴できないため」という回答であった。表38・表39
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表41　専門性の高い研修を受けた看護師の在籍情況（圏域別）

表42　専門性の高い研修の受講に対する意向（圏域別）　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）

　3）専門性の高い研修を受けた看護師について【2023年10月１日】

 （1）専門性の高い研修を受けた看護職員の在籍状況

　　専門・認定看護師等、専門性の高い研修を受けた看護師が「いる」は146施設中18施設であった。その

　うち専門看護師２人（がん看護１人、在宅看護１名）、認定看護師12人（訪問看護６人、緩和ケア４人、精神

　科１人、がん性疼痛１人）、認定看護管理０人、特定行為研修を修了した看護師４人（栄養に関わるカテー

　テル管理１人、在宅・慢性期領域パッケージ人工呼吸療法に関わるもの２人、循環動態に係る薬剤投与関

　連１人）であった。表41

 （2）専門性の高い研修の受講に対する意向

　  「受講したい（させたい）」41施設、「受講は難しい」85施設、「受講は希望しない」20施設であった。受

　講したいと回答した施設では、受講時期について「時期が未定」26件、「今年度中」10件、「数年以内」10件

 「次年度中」３件であった。受講したい（させたい）受講分野として在宅慢性期領域パッケージ、人工呼吸療

　法に係るもの、緩和ケア、精神科、認知症、特定行為、職員が希望する分野、在宅分野、遠隔死亡診断による

　看取り、特定行為研修、糖尿病、訪問看護等があった。受講が難しい、希望しないと回答した施設の理由と

　して「時間的余裕がない」83件、「費用がかかる」52件、「研修施設が遠い」37件、「必要性を感じなかった」

　７件、「法人の方針」７件、「その他」18件であった。その他の回答は、「人員が１人でも欠けると業務に支障

　がある」「希望者がいない」「看護師の高齢化」「利用者の負担額が多くなるため」「運営状況の規模が小

　さい」「法人の異動により固定スタッフで訪問看護が行えないため」「本人のモチベーション、動機付けが

　難しい」「個人の意向に任せている」等があった。表42

①
受講したい
（させたい）

②
受講は
難しい

③
受講は
希望しない

今年度中

①受講したいと回答した施設【受講時期】 ②難しい、③希望しないと回答した施設【理由】

次年度中 数年以内 時期未定 時間的余裕
がない

必要性を
感じない

研修施設が
遠い

費用が
かかる

法人の方針 その他
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表43　訪問看護を行う上で問題と感じていること（圏域別） 　　　　　　　　　　　　　  　（複数回答）

　9. 訪問看護を行う上で問題と感じること

 　「24時間体制によるストレス」75件、「人員不足」68件、「スタッフの能力差」63件、「管理者

　の訪問件数の多さ」61件であった。

　 「その他」の内容は「利用者数の確保」「経営の黒字化」「医師を含めた多職種連携の取りにくさ」

 「法人内や上層部と訪問看護ST の方向性のずれ」「山間部の豪雪地帯の冬期間の訪問」「管理者の

　レセプトなど事務業務の負担が大きい」「訪問看護の理解不足」「安全運転などのリスク管理」等で

　あった。表43
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表44　 暴力・ハラスメントの被害の有無 対処方法 （圏域別） 　　　　　　　　　　　　　   （複数回答）

表45　①施設内で取り組んでいること　　　   ②対策において必要だと考えること（圏域別） （複数回答）

　10. 看護職員などの暴力・ハラスメント被害について

　　被害を受けた経験は「あり」68施設（46.6％）、「なし」78施設（53.4％）であった。圏域別でみると

　新潟、中越、上越の順に多い。

　　施設での対応は「ケアマネジャーに相談した」37件、「ケア方法の見直し」36件、「二人訪問で対応」

　31件であった。

　　事業所内での取り組みは「マニュアル作成」73件、「契約書にハラスメント対策に関する事項がある」

　66件、「定期的な研修」55件であった。

　  「その他」の内容は「法人施設や必要に応じて弁護士へ相談」「相談しやすい職場環境の維持」「メ

　ンタルヘルス受診」「事業所内での情報共有と対策の検討」等であった。

　　対策において必要と考えることは「利用者への啓発」92件、「定期的な研修」75 件、「行政による相

　談窓口の設置」「マニュアル作成」が共に70件であった。

　 「その他」の内容は「事業所内での面談や事例検討」であった。表44、表45
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表46　看護学生実習受入れの状況【2023年度】（圏域別／規模別）　　　　　　　 （複数回答）

　11. 看護学生実習の受け入れについて

　　看護学生の実習を「受け入れている」85施設（58.2％）、「受け入れる意向はない」52施設（35.6％）、

 「受け入れる意向はあるが依頼がない」９施設（6.1％）であった。「受け入れる意向はない」と回答した

　施設が15施設増加した。「受け入れる意向はあるが依頼がない」「受け入れる意向はない」と回答した

　施設で、受け入れるための問題点は「受け入れ体制が取れない」42施設、「指導のスキル不足」14施設、

 「依頼がない」12施設の順であった。

　  「受入れ上の問題」は「コロナ禍で同行訪問できる利用者が減少した」「実習を断る利用者が増えた」

 「同行する訪問先が限られ利用者の選定に苦労する」が多かった。他には「事業所内で学生の休憩室の

　確保が困難」「学生指導担当の業務負担が大きい」という施設内の問題と、「学生の能力低下や事前学

　習の不足」「意欲的でない学生への指導が困難」等学生側の問題点が挙がった。表46

②，③と
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12. 看護協会の入会状況 【2023年10月１日現在】

　146施設中、看護協会員である看護職員の人数

Ⅵ 考察

　第９期新潟県高齢者保健福祉計画※１の基本理念は「住み慣れた地域で生活できる高齢者福祉の推

進」であり、基本的方向の一つに「在宅医療・介護連携の推進」が挙げられている。また、第８次新潟

県地域保健医療計画※２では、基本理念「全ての地域で必要な医療が十分に提供され、健康に安心して

暮らせる新潟県づくり」を実現するために、個別施策として訪問看護ステーションの整備が示された。訪

問看護サービスは「日常の療養生活の支援」「入退院時の支援」「緊急時の対応」「看取りの支援」の各

場面において、在宅療養を支える役割が求められている。そのために、柔軟で質の高いケアが提供でき

るよう、更に訪問看護提供体制を整えていきたい。

　2022年度訪問看護実態調査結果を基に、訪問看護サービスの拡充・訪問看護師の安定的な確保・

訪問看護の質向上および人材育成・管理者への支援・利用者の特徴・利用者によるハラスメントに関す

る取り組みが必要と考え、各事業を進めた。

　その結果、2023年度調査結果において改善がみられた項目もあるが、以下は継続した取り組みが

必要な重要課題である。

　　課題１　訪問看護師の確保定着

　　課題２　訪問看護師の人材育成

　　課題３　訪問看護ステーションの安定的な運営と事業の継続

　それぞれの課題の根拠となる調査結果および方策について述べる。

453/887＝51.0% 26/146＝17.8%
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　課題１　訪問看護師の確保定着

　　訪問看護師・療法士等の従事者は増加している。一方、訪問看護実施上の問題の２位が「人材不足」

　となっている。退職者数はわずかに減少し、前年度の一施設当たり0.5人が0.44人となった。しかし、

　退職者の32.7％が１年以内に退職する状況には変化がない。退職理由は、転職・訪問看護が合わない・

　介護等家庭の事情が上位である。

　　訪問看護実施上の問題の１位は、携帯電話当番のストレスという状況が続いているが、ストレス対策

　がないと回答する施設は、前年度22.1％だったものが、今年度は3.3％と激減した。

　　職員の安全を脅かす利用者からのハラスメントに関しては、前年度と今年度は調査期間が異なるため

　数値としては比較できないが、被害があったとする施設は一定数みられている。対応策として、マニュア

　ル作成、定期的研修など施設内で実施するほか、利用者家族に対して契約書等で啓発する取り組みも

　積極的に行われている。

　　訪問看護サービスの需要に柔軟に対応するには、訪問看護師数の確保が必要であり、その方法とし

　て、採用者数の増加と定着がある。まず、人材を確保する方策として看護学生・未就業者・プラチナナ

　ースおよび医療機関等に就労している看護職に対し、市町村・看護師養成校・ハローワーク・ナースセ

　ンター事業等と連携、就労中の訪問看護師の協力を得て訪問看護の魅力を伝える機会を増加させる。

　訪問看護就業支援プログラムもナースセンター事業と協働することで、体験の機会を増加させる。そし

　て定着のためには、訪問看護未経験者も含めて新採用訪問看護師が、自信とやりがいをもって業務を

　継続できる対策が必要であり、訪問看護師育成体制整備支援の取り組みを継続して実施する。新採用

　看護師交流会等を計画し、相互の情報交換も効果的だと考える。また、働きやすい職場環境整備のた

　めに、看護業務の負担軽減および効率的な業務の進め方、またハラスメント対策等について、研修機会

　の提供や情報発信をしていく。

　課題２　訪問看護師の人材育成

　　訪問看護実施上の問題の３位は「スタッフの能力差」である。採用した職員のうち70％弱が、訪問看

　護の経験がない。研修体制については、内部研修がある施設は86.9％、外部研修は90.0％と微増した。

　が、内部研修、外部研修とも無い施設は一定数ある。理由は、業務多忙、研修会場が遠い、情報がない

　との回答であった。訪問看護の質評価は半数以上の施設が実施している。内容は、訪問看護団体の提

　示する事業評価、利用者や介護支援専門員の満足度調査等さまざまであった。

　　専門性の高い研修を修了している看護師は、14施設16名から、18施設19名に増加した。今後の受講

　意向も13.6％から28.0％に増加している。

　　それぞれの訪問看護ステーションにおいて育成体制が充実できるよう、2023年度に開始した訪問

　看護師育成体制整備支援の取り組みを2024年度も継続する。施設規模による課題が異なることから、

　組織として取り組みやすい方法を提示し、直接的な支援も行っていく。

　　研修体制では、本調査や研修会アンケート等を踏まえて新たな項目を追加した。また、これまでは

　開催を土曜日に集中させていたが、平日開催の増加、開催時間の短縮を実施したところ、新たに受講

　する施設が増加した。子育てや介護等で時間的制限のある職員も受講しやすいよう今後も継続する。

　オンライン併用は遠方の施設からの受講が増加していることから、可能な限り実施する。加えて、継続

　して受講者間の情報交換の場を確保し、他の施設で実施されている好事例を自施設でも取り入れる方

　法を検討できるよう働きかける。また、研修に参加できない理由は様々あるが、本調査への協力も難し

　い状況にある施設の抱える課題把握等に具体的に取り組んでいく。
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　課題３　訪問看護ステーションの安定的な運営と事業の継続

　　収支状況は、黒字46.2％から38.8％に減少、赤字が29.5％から34.5％に増加した。管理者が収支状

　況を把握していないという回答は、全体では12.9％から11.5％に減少しているが、施設規模でみると

　大規模施設では０％、中規模施設10.9％、小規模施設13.3％である。

　　利用者について、要支援から要介護１、要介護２の利用者が約６割を占める状況はこれまでと同様で

　ある。小児訪問看護の件数は増えているが実施施設はわずかながら減少した。一方、６割強の施設が

　精神科訪問看護の届出をし、利用者数、訪問延べ件数と共に更に増えている。自宅での死亡数も微増

　した。多様な疾患や重症度の高い利用者、また幅広い年齢の利用者に対応可能な施設が増加しており、

　それぞれに応じたスキルも求められている。

　　訪問看護ステーションの大規模化は、利用者への柔軟で質の高いサービス提供、職員や管理者の

　負担軽減等の効果が示されている。しかし調査結果では、施設規模割合は前年度までと同じく、小規

　模施設が半数強であり、大規模施設はわずかだが減少した。職員充足状況について大規模施設の90％

　が「常に充足ないしはだいたい充足」と回答し、中規模および小規模では半数が「だいたい充足」とし

　ている。また、中規模および小規模施設において、増員計画のある施設は40.0％に対し、増員計画がな

　いとする施設は55.0％であった。訪問看護事業は利用者数に定員がないため、施設が提供できるサー

　ビス量に合わせて利用者の受け入れを調整していると推測されることから、多くの管理者が施設規模

　および事業内容について拡大を望んでいない状況である。このように、大規模化を図るための方策は

　いまだ手探り状態であることから、今後も行政との協議を重ねていく必要がある。

　　訪問看護実施上の問題において、管理者の業務量の多さが毎年上位を占める。特に小規模および中

　規模施設では、管理者が他のスタッフと同じ件数もしくはそれ以上の訪問業務に従事することも多く、

　本来の管理業務である訪問看護ステーションの安定的な運営・事業継続のために取り組む時間が限ら

　れている。管理者に対する支援として、訪問看護ステーション運営アドバイザー事業が活用しやすいよ

　う事業内容の改定、ICT 活用等による効率の良い業務改善や加算算定につなげるための研修機会の

　確保、利用者確保に向けた病院看護師と訪問看護師の連携強化、地域住民へのACPの啓発等に取り

　組む。併せて、行政および訪問看護関係団体と連携し、制度見直しに向けた調査協力や情報提供や意

　見交換を充足していきたい。

【出典】

※１　新潟県. 第９期 新潟県高齢者保健福祉計画

　　　https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/652802_1931004_misc.pdf

※２　新潟県. 第８次新潟県地域保健医療計画

　　　https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/408488.pdf
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圏  域

下越 

下越 新発田市本町4-16-83  

下越

下越

下越 
なかじょう訪問看護ステーション

新発田  
新発田市豊町4-1-15  

下越 
脳とこころの訪問看護ステーション

新発田 
新発田市新栄町3-1-31

下越 
ご近所訪看リハビリステーション

新発田  
新発田市東新町4-1-10 

地域の医療機関との連携により医療依存度の高いケース

や在宅ターミナルケアを受け入れています。24時間電話

対応し必要に応じて緊急訪問ができる体制をとっています。

具体的な依頼とならなくても、お気軽にご相談ください。 

下越 
村上市岩船郡医師会

訪問看護ステーションふる里  
村上市若葉町10-7  

下越

下越 訪問看護ステーションかけはし

下越
村上市山居町1-4-29

TMビル3階 

下越

下越
胎内市野中490-3

シンワヒルズA  

ガン看護専門看護師、経験豊富な看護師が在籍しています。

必ずお力になります。24時間365日ご家族様、すべての

方々に心を込めて支援いたします。 

新潟 
新潟市中央区姥ケ山

274番地１ 

子どもから高齢者の方まで、住み慣れたところで思うように

暮らせるようリハビリも活用し、訪問看護に伺います。 

新潟 
新潟市西区新通南

３丁目３番１１号  

母体病院の中に事務所があるため、病棟・外来・退院調

整看護師と細やかな連携がとりやすい。予防～医療依存

度の高い方まで対応し、がんの末期の方や透析通院して

いる方も多く受けている。 

新潟 
公益社団法人新潟県看護協会

訪問看護ステーションにいがた 

新潟市中央区川岸町

３丁目33番地２

イズミサンリバー川岸

１Ｆ-Ｃ 

施　　　設　　　名 住　　　　所 P　　　　R

訪問看護ステーションウィズ 新発田市金谷197番地

有田病院が母体の精神に特化した訪問看護ステーション

です。認知症疾患センターも併設にあり、認知症も積極

的に対応しています。 

一般財団法人下越総合健康開発

センター訪問看護ステーション 

訪問看護ステーションランジュ 

新発田市中央町4-468-12 

チサンマンション新発田

501号 

小児から高齢者まで幅広く受け入れている。また、同法

人の病院が在宅医療に力を入れており、密に連携をとり

ながら多くの看取りを行なっている 

とようら訪問看護ステーション 新発田市荒町甲1611-8  

精神特科 

精神科疾患以外、小児から終末期まで受け入れ可能 訪問看護ステーションむらかみ 村上市緑町5-8-1

村上市緑町1-10-12 24時間対応・精神科対応・必要時、土日祝の対応可 

村上ナーシングセンター 

訪問看護ステーション中条愛広苑 胎内市西本町12-1  

訪問看護ステーションラポ 

東新潟訪問看護ステーション

信楽園訪問看護ステーション

2023年度訪問看護実態調査にご協力下さった訪問看護ステーション
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氏　　名 所　　属

〇 ちいきてらす訪問看護ステーション

信楽園病院訪問看護ステーション

訪問看護ステーションランジュ

西蒲中央病院訪問看護ステーション

新潟大学地域医療教育センター　 魚沼基幹病院

新潟県看護協会訪問看護ステーションにいがた

新潟県看護協会訪問看護推進課

新潟県看護協会訪問看護推進課

新潟県看護協会訪問看護推進課

田澤　和枝

塩崎　章子

坪谷　幸子 

石井　純子  

岡村　さやか

増田　幸恵

今出　晶代

小野　菊世

成田　遼子




	R5-001-1挨拶_小林印刷修正
	R5-001-目次1_小林印刷修正
	R5-001-目次2_小林印刷修正
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	R5-08ページ_小林印刷修正
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	R5-30ページ_小林印刷修正
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